
「特許法等の一部を改正する法律案【特許法】」の概要

２．法案の概要

３．措置事項の概要

１．背 景

今後１０年で世界最高の「知的財産立国」を目指すこととしている「日本再興戦略」及び「知的財産政策に関する基本方針」（いずれも平成
２５年６月閣議決定）の着実な実行のためには、知的財産の更なる創造・保護・活用に資する制度的・人的基盤の早急な整備が必要。

国際的な制度調和の観点も踏まえ、特許法（救済措置の拡充及び特許異議の申立て制度の創設）、意匠法（複数国に意匠を一括出願す
るための規定の整備）、商標法（保護対象の拡充及び地域団体商標の登録主体の拡充）等の改正による制度的基盤の整備を行うととも
に、弁理士法（弁理士の使命の明確化・業務の拡充）の改正による人的基盤の整備を行う。

Ａ．特許法の改正

Ｂ．意匠法の改正

（１）救済措置の拡充
国際的な法制度に倣い、出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場
合に手続期間の延長を可能とする等の措置を講ずる【第１０８条第４項等】
（実用新案法、意匠法、商標法及び国際出願法にも同様の措置を講ずる）。

○複数国に意匠を一括出願するための規定の整備
「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」（加入を
検討中）に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備
し、出願人のコスト低減を図る【第６章の２】。

（１）保護対象の拡充
他国では既に広く保護対象となっている色彩や音といった商標を我が国
における保護対象に追加する【第２条第１項】。

（２）地域団体商標の登録主体の拡充
商工会、商工会議所及びＮＰＯを商標法の地域団体商標制度の登録主
体に追加し、地域ブランドの更なる普及・展開を図る【第７条の２第１項】。

Ｃ．商標法の改正

・色彩の商標
トンボ：MONO消しゴム
（欧州での登録）

・音の商標
久光製薬

（欧州での登録）

・香川県小豆島の小豆島オリーブオイル
（ＮＰＯ法人小豆島オリーブ協会 ）

【海外での我が国企業の商標の登録例】 【普及が進む地域ブランドの例】

○弁理士の使命の明確化・業務の拡充
「知的財産に関する専門家」としての弁理士の使命を弁理士法上に明確
に位置づける【第１条】とともに、出願以前のアイデア段階での相談業務が
できる旨の明確化【第４条第３項第３号】等を行う。

（２）特許異議の申立て制度の創設
特許権の早期安定化を可能とすべく、特許異議の申立て制度を創設する
【第５章】。

○手数料の納付手続の簡素化【国際出願法の改正】
国際的な法制度に基づき特許の国際出願をする場合の他国の特許庁等
に対する手数料について、我が国の特許庁に対する手数料と一括で納付
するための規定の整備を行う【第１８条】。
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【法改正前】 【法改正後】

Ｄ．弁理士法の改正

その他

【法改正前】

【法改正後】

・誰でも請求可能
・口頭又は書面での審理

＜特許から６か月間＞

＜いつでも請求可能＞

＜いつでも請求可能＞

・誰でも申立て可能
・書面審理のみ特許異議の

申立て制度

特許無効
審判制度

・利害関係人のみ請求可能
・口頭又は書面での審理
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